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歯
の
表
彰
者
を
募
集
し
ま
す

　

令
和
７
年
度
歯
の
表
彰
の
対
象

者（
過
去
に
町
の
歯
の
表
彰
を
受
け

て
い
な
い
人
）を
募
集
し
ま
す
。（
自

薦
・
他
薦
は
問
い
ま
せ
ん
）　

〇
対
象
者

①
今
年
度
中
に
70
歳（
昭
和
30
年
４

月
１
日
～
昭
和
31
年
３
月
31
日
生
ま

れ
）に
な
り
自
分
の
歯
が
24
本
以
上

あ
る
か
た

②
今
年
度
中
に
80
歳（
昭
和
20
年
４

月
１
日
～
昭
和
21
年
３
月
31
日
生
ま

れ
）に
な
り
自
分
の
歯
が
20
本
以
上

あ
る
か
た

③
70
歳
以
上
で
①
・
②
の
表
彰
を

受
け
て
い
な
い
か
た

※
①
～
③
に
つ
い
て
本
人
ま
た
は
家

族
が
該
当
す
る
場
合
は
、10
月
31
日

（
金
）ま
で
に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
先

　
役
場
町
民
保
健
課
保
健
予
防
係　
　

　
☎（
86
）１
１
５
７［
直
通
］

〇
表
彰
条
件
の
確
認

・
今
年
度
の
歯
周
病
検
診
受
診
済
み

の
か
た
は
受
診
結
果
で
確
認
し
ま

す
。
歯
周
病
検
診
を
受
け
て
い
な
い

か
た
は
こ
の
機
会
に
受
診
し
ま
し
ょ

う
。

・
１
年
以
内
に
歯
科
受
診
を
し
て
い

な
い
か
た
は
、改
め
て
対
象
と
な
る

か
を
確
認
し
ま
す
。
詳
細
は
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

〇
表
彰
日

　
12
月
７
日（
日
）

〇
募
集
期
限

　
10
月
31
日（
金
）

ス
ト
ッ
プ
不
法
投
棄

　
県
で
は
、産
業
廃
棄
物
の
不
法
投

棄
な
ど
の
根
絶
を
図
る
た
め
、毎
年

11
月
を「
不
法
投
棄
防
止
強
化
月
間
」

と
定
め
て
い
ま
す
。

　
期
間
中
は
、不
法
投
棄
防
止
の
啓

発
活
動
や
不
法
投
棄
防
止
パ
ト
ロ
ー

ル
な
ど
を
強
化
し
て
い
ま
す
。

　
不
法
投
棄
は
重
大
な
犯
罪
で
す
。

（
５
年
以
下
の
懲
役
、１
千
万
円
以
下

の
罰
金
又
は
こ
の
併
科
）こ
の
機
会

に
一
人
ひ
と
り
が「
不
法
投
棄
を
し

な
い
。
さ
せ
な
い
。
見
つ
け
た
ら
す

ぐ
電
話
」と
い
う
意
識
を
持
ち
、不
法

投
棄
の
な
い
住
み
よ
い
地
域
を
つ
く

り
ま
し
ょ
う
。

問
い
合
わ
せ
先

　
県
廃
棄
物
・
リ
サ
イ
ク
ル
対
策
課

　
☎
０
９
９（
２
８
６
）３
８
１
０

　
役
場
介
護
環
境
課
環
境
衛
生
係

　
☎（
86
）１
１
５
３［
直
通
］

歯
周
病
検
診
を
受
診
し
ま
し
ょ
う

　
令
和
7
年
度
の
歯
周
病
検
診
を
実

施
し
て
い
ま
す
。

〇
実
施
期
間

　
令
和
7
年
5
月
～
令
和
8
年
3
月

〇
対
象
者

　
20
歳
以
上
の
町
民

　
（
令
和
8
年
3
月
31
日
現
在
）

〇
場
所　
町
内
の
歯
科
医
院　

・
児
島
歯
科
医
院

　
☎(

86)

１
２
６
６

・
平
尾
診
療
所（
歯
科
）

　
☎（
88
）３
６
０
０

＊
事
前
に
予
約
を
し
て
く
だ
さ
い
。

〇
検
診
内
容

　
む
し
歯
の
有
無
・
歯
ぐ
き
の
状
態

の
確
認
・
歯
科
指
導
・
歯
科
相
談

〇
費
用

　
無
料（
年
１
回
ま
で
）

問
い
合
わ
せ
先

　
役
場
町
民
保
健
課
保
健
予
防
係　
　

　
☎（
86
）１
１
５
７［
直
通
］


